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  風間神社が位置する裾花川扇状地は、裾花川の流路変更と用水堰の開
削によって新田開発がすすみ、村切りと近世初期検地をうけて百姓だけ
の近世村が形づくられた。風間神社本殿の建築年代は、その村々の一村
結集の精神的中核として産土社とその祭祀が成立していく時期と重な
る。
建建築年代については、棟木に墨書がある。棟木の下端に「奉御寄進
延宝弐歳寅之八月吉日　大工　千田村文左衛門　善光寺徳兵衛」とあ
り、棟上げが延宝２年（１６７４）で、大工は千田村（長野市稲葉）の
文左衛門と善光寺の徳兵衛とわかる。作者も明らかであり、近隣の千田
村と善光寺の大工であることは、越後に由来する大工や立川流に所縁の
ある大工との比較を検討する上でも、指標的価値を有する。
　風間神社本殿は、一間社流造、柿葺の建築である。水引虹梁が肩の部
分が盛り上がった幅広の力強い形式で、木鼻は拳鼻で、口の部分は刳り
貫きの猪ノ目とし上に浅い彫の渦・若葉を彫刻している。側面上方の妻
飾りが虹梁大瓶束で、大瓶束上部の拳鼻には上下に渦をつけ、虹梁の絵
様は向拝の虹梁と同様で、彫りの浅い渦と若葉が施されるなど江戸時代
前期の建築的特徴が随所にみられ、当時としては古式の様相を残す建物
である。
　保存状態は良好であり、文化財価値の高い本建造物は長野市地方文化
財にふさわしいものである。
　長野市の有形文化財（建造物）として指定することが適当である。
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指 定 理 由 等

管理者の氏名・名称 風間神社氏子総代会

員　　数 一棟

文化財の種別 有形文化財（建造物）

宗教法人　風間神社

住 所

所　在　地 長野市大字風間字宮河原７８１番地

様式４　　　　　　　　 長野市指定文化財　指定調書(案）

指 定 基 準

『長野市指定有形文化財等の指定等に関する基準』
第１長野市指定有形文化財
（７）建造物
エ　学術上重要なもの
オ　流派的又は地方的特色において顕著なもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に該当する。

風間神社本殿
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名　　称

所有者の氏名・名称

長野市大字風間字宮河原７８１番地
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「ながの祇園祭」について 

                    

１ 「ながの祇園祭」の文化財指定要望の経過 

平成 26 年 3 月 東町区から屋台の文化財指定について相談 
平成 26 年 8 月 文化財保護審議会で「屋台単体としてではなく、弥栄神社御祭礼の構成要素の一 

つとして、調査を進める」との方針が出される 
令和３年度〜5 年度 ⻑野市文化財保存活⽤地域計画作成事業の一つとして博物館が「ながの祇 

園祭」を調査（昭和 45 年以降から現在に至るまでの祭礼の変遷、「善光寺祭 
礼図巻」の内容の再検討） 

令和４年度 屋台巡⾏奉納町：権堂町／⻄後町／上千歳町／北⽯堂町 
        置き屋台：新田町／南⽯堂町／問御所町 
  令和 5 年度 屋台巡⾏奉納町：権堂町／新田町／元善町 
        置き屋台：東町／⻄後町 
令和６年３月  博物館で「ながの祇園祭調査報告書」をまとめる 
令和７年５月  関係者との協議（意向確認） 
   
２ 指定の対象と種別 

従来要望が挙げられている屋台ではなく、祇園祭全体を対象に無形⺠俗文化財として指定 
のための調査を⾏う。 
 （指定基準）（１）⺠俗慣習のうち由来、内容等において市⺠の基盤的な⽣活文化の特⾊を⽰し

典型的なもの 
             （２）年中⾏事、祭礼、法会等の中で⾏われる⾏事で芸能の基盤を⽰すもの 
       （３）芸能の発⽣又は成立を⽰すもの 
       （４）芸能の変遷の過程を⽰すもの 
       （５）芸能で地域的特⾊を⽰すもの 
 
３ 今後の調査方針 

 ・ながの祇園祭の参与調査の継続（19 の加盟町の屋台巡⾏記録） 
 ・市内他地区で⾏われている祇園祭の実態調査（比較のため） 
 ・ながの祇園祭の指定範囲の検討 
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